
東北公益文科大学では研究者、研究施設など本学が保有する研究資源を広く社会
に活用していただくために、企業や自治体などとの共同研究・受託研究を推進して
います。

１．制度の概要

【共同研究】
本学の研究者と企業などの研究者・技術者が、共通の課題について共同で研究を行

います。
【受託研究】
本学の研究者が、企業や自治体などから委託を受けて研究を行います。

2．手続きの流れ

【研究者を大学から紹介する場合】
ご相談内容をもとに産学官連携コーディネーターが研究者を提案します。
以下の産学官連携コーディネーターへご相談ください。

■産学官連携コーディネーター

東北公益文科大学地域共創センター 産学官連携部会

〒998-8580 山形県酒田市飯森山3丁目5番地の1
TEL 0234-41-1115
FAX 0234-31-2082

E-mail kyoso@koeki-u.ac.jp

【ご希望の研究者がいる場合】
研究シーズ検索や受託研究・共同研究実績などを参考にご希望の研究者
を決定し、以下の事務局へご連絡ください。

■受託研究・共同研究等の研究に関する事務局

東北公益文科大学法人企画課

〒998-8580 山形県酒田市飯森山3丁目5番地の1
TEL 0234-41-1119
FAX 0234-41-1133
E-mail senryaku@koeki-u.ac.jp

共同研究、受託研究
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【間接経費について】
共同研究、受託研究の実施にあたっては、研究に要する直接経費に加えて、研究

環境の整備や知的財産の管理など全学的な教育研究活動支援経費に充当する間接経
費（直接経費の10％に相当する額）をご負担いただいておりますので、ご理解くだ
さいますようお願いいたします。

【優遇税制度について】
ご負担いただく研究費の一定割合について税額控除を受けることができます。詳

しくは下記にてご確認ください。

＜参考＞
特別試験研究費税額控除制度ガイドラインについて（経済産業省HP）


